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久 御 山 町 農 業 委 員 会 会 議 録

１．開催日時 令和５年１０月５日（木）午後１時２６分

２．開催場所 久御山町役場 議会棟４階 特別会議室

３．出席委員 １番 村 田 和 弘

２番 山 口 吉 広

３番 藤 本 直 樹

４番 上 田 幸 子

６番 田 中 壽 嗣

７番 内 田 裕 夫

８番 石 塚 加 津 美

９番 西 村 九 三 男

１０番 西 村 和 樹

１１番 野 英 紀

１２番 松 本

１３番 森 一 博

１４番 加 瀬 千 代

１５番 寺 内 一 郎

１６番 戸 田 治 巳

１７番 内 田 孝 司

１８番 村 田 良 文

１９番 口 敏 昭

２０番 林 吉 一

４．欠席委員 ５番 岡 井 文 彦
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５．会議録署名委員 １１番 野 英 紀

１２番 松 本

６．委員会に職務のため出席した者の職氏名

.農業委員会事務局局長 山 澤 貴 志 子

農業委員会事務局 籔 内 雄 基

農業委員会事務局 髙 橋 華 寿 紀

農業委員会事務局 三 宅 七 聖

７．議 事

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について

（３条許可）

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による（一時転用）

許可申請に対する意見について

（４条一時転用許可）

議案第３号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について

（納税猶予（入口）

議案第４号 旧農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の決定

について（利用権設定）

報告第１号 ２アール未満の農業用施設建設（設置）届出につ

いて（農業用施設）

報告第２号 農地形状変更事業について（農地形状変更事業）

８．会議の経過
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（事務局長）

（会長）

それでは、令和５年第１０回久御山町農業委員会定例総会を

始めさせていただきます。携帯電話をお持ちの方は、電源をお

切りになるかマナーモードにするなど、音が出ないようご配慮

をお願いいたします。

本日は岡井委員から欠席届をいただいております。本日の出

席委員は、農業委員が１４名中１３名、農地利用最適化推進委

員６名中６名で、定足数に達しておりますので、総会は成立を

しております。

また、さる９月２５日に実施しました現地調査委員名を報告

させていただきます。なお、敬称は省略いたします。

７番 内田裕夫職務代理者

８番 石塚委員

１１番 野委員

１６番 戸田委員

事務局２名により実施をしております。

それでは、開催にあたりまして田中会長よりごあいさつをお

願いいたします。

会長あいさつ

本日の議案につきましては、

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について

（３条許可） ３件

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による（一時転用）

許可申請に対する意見について

（４条一時転用許可） ８件

議案第３号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願

について（納税猶予（入口）） ２件

議案第４号 旧農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の

決定について（利用権設定） ４件

報告第１号 ２アール未満の農業用施設建築（設置）届出

について（農業用施設） １件

報告第２号 農地形状変更事業について

（農地形状変更事業） １件
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（会長）

（●●委員）

（会長）

（事務局）

（会長）

それでは、議事に入る前に本日の議事録の署名委員を指名い

たします。１１番の 野委員、１２番の松本委員、どうぞよろ

しくお願いいたします。

それでは、議案第１号から進めてまいります。議案第１号農

地法第３条の規定による許可申請について、３条許可を議題と

いたします。

まず、現地調査の報告を調査委員からお願いをいたします。

議案第１号受付番号２８から受付番号３０の案件につきま

して、現地調査の報告をさせていただきます。

本件該当地については、特に問題ないと思われます。

それではまず、議案第１号受付番号２８につきまして、事務

局から説明を願います。

それでは、議案第１号受付番号２８について、議案書１ペー

ジをご覧下さい。内容については記載のとおりです。営農の拡

大のため、農地の所有権を移転される内容となっています。

また、農地法第３条第２項の判断基準に基づき作成いたしま

した農地法第３条調書については、議案書２ページをご覧下さ

い。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の１ページ

をご覧下さい。

会長よろしくお願いします。

議案第１号受付番号２８、この案件につきまして、何かご意

見ご質問等はございませんか。

よろしいですか。３条許可ですけど、よろしいですか。特に

ご意見もご質問もないようですので、採決に入ります。

議案第１号受付番号２８を許可することに賛成の農業委員

さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、許可することに決定をいたします。
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（会長）

（事務局）

（会長）

（●●委員）

（会長）

続きまして、議案第１号受付番号２９と受付番号３０は、譲

受人が同じ方ですのでまとめて審議をします。まず事務局より

説明を願います。

それでは、議案第１号受付番号２９について、議案書３ペー

ジをご覧下さい。

次に、議案第１号受付番号３０について、議案書４ページを

ご覧下さい。内容については記載のとおりです。

なお、こちらの案件は譲受人が法人ですので、現地調査の際

に、譲受人が農地所有適格法人の要件を満たしているかの事前

審査も併せて実施していただいております。内容については、

議案書５ページの農地所有適格法人要件確認書をご覧くださ

い。先月の９月総会でもご審議いただいた法人で、確認書の内

容も経営面積以外、変更はございません。

また、農地法第３条第２項の判断基準に基づき作成いたしま

した農地法第３条調書については、議案書６ページをご覧下さ

い。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の２ページ

と３ページをご覧下さい。

会長よろしくお願いします。

それではまず、農地所有適格法人に係る事前審査の報告を調

査委員からお願いをいたします。

農地所有適格法人に係る事前審査の報告をさせていただき

ます。

該当法人については、農地所有適格法人の要件である法人形

態、事業内容、売上高、議決権、役員のすべての要件について、

満たしているものと思われます。

それでは、議案第１号受付番号２９と受付番号３０、この２

件につきまして、何かご意見ご質問はございませんか。

２件です、譲受人が同じ方です、よろしいですか。特にご意

見もご質問もないようでございます。
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（会長）

（●●委員）

（会長）

（事務局）

それでは採決に入ります。議案第１号受付番号２９と受付番

号３０、この２件を許可することに賛成の農業委員さんの挙手

をお願いいたします。

全員挙手。よって、許可することに決定をいたします。

続きまして、議案第２号に入ります。議案第２号農地法第４

条第１項の規定による（一時転用）許可申請に対する意見につ

いて、４条一時転用許可を議題といたします。

それではまず、議案第２号の案件につきまして、現地調査の

報告を調査委員からお願いをいたします。

では、報告いたします。議案第２号受付番号１から受付番号

８の案件につきまして、現地調査の報告をさせていただきま

す。

本該当地については、特に問題ないものと思われます。

それでは、議案第２号受付番号１から受付番号８は関連する

内容でもありますので、まとめて審議をします。まず事務局か

ら説明を願います。

先に農地転用について、ご説明をさせていただきます。農

地 を 農 地 以 外 に す る こ と を 農 地 転 用 と 言 い ま す 。 本

日 、お 配 り し て い ま す 資 料 Ａ の １ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ

い 。 農 地 転 用 に は 、 農 地 の 権 利 移 動 を 伴 わ な い 転 用 、

い わ ゆ る 自 己 転 用 は ４ 条 転 用 と 、農 地 の 権 利 移 動 を 伴

う 転 用 、農 地 を 売 っ た り 貸 し た り し て 、そ の 相 手 が 転

用 さ れ る 場 合 は ５ 条 転 用 と ２ 通 り あ り ま す 。

ま た 、前 回 の 総 会 で あ り ま し た 市 街 化 区 域 の 農 地 で

あ れ ば 、農 業 委 員 会 に 届 出 を 提 出 す る だ け で 転 用 で き

る の で す が 、市 街 化 調 整 区 域 の 農 地 を 転 用 を す る 場 合

は 京 都 府 の 許 可 が 必 要 に な り ま す 。

今 回 の 案 件 は 、 市 街 化 調 整 区 域 内 の 転 用 で す の で 、

京 都 府 の 許 可 が 必 要 に な り ま す 。資 料 Ａ の １ ペ ー ジ の

下 の 「 手 続 き の 流 れ 」 の と お り 、 京 都 府 許 可 で は あ り

ま す が 、申 請 書 は 農 業 委 員 会 に 提 出 さ れ ま す 。そ の 申
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（事務局） 請 に 対 し て 、農 業 委 員 会 が 許 可 相 当 も し く は 不 許 可 相

当 で あ る と い う 意 見 を 添 え て 京 都 府 知 事 に 提 出 し 、最

終 的 に は 京 都 府 が 許 可 も し く は 不 許 可 を 判 断 さ れ ま

す 。

ま た 、今 回 の 案 件 に は 関 係 あ り ま せ ん が 、面 積 が ３

０ ア ー ル を 超 え る 大 き い 面 積 を 転 用 す る 場 合 は 、都 道

府 県 農 業 委 員 会 ネ ッ ト ワ ー ク 機 構 、京 都 府 農 業 会 議 の

こ と で す が 、京 都 府 農 業 会 議 に 農 業 委 員 会 か ら 意 見 聴

取 を し な け れ ば な ら な い と な っ て い ま す 。そ し て 、表

の 右 側 に あ り ま す と お り 、４ ヘ ク タ ー ル を 超 え る さ ら

に 大 き な 転 用 の 場 合 は 、 京 都 府 知 事 か ら 農 林 水 産 大

臣 、実 際 は 近 畿 農 政 局 に な る の で す が 、農 林 水 産 大 臣

と の 協 議 で 問 題 な し と の 回 答 を も ら っ て か ら で な い

と 許 可 が で き な い こ と に な っ て い ま す 。

具 体 的 な 転 用 の 許 可 要 件 に つ き ま し て は 、資 料 Ａ の

３ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。ま ず 立 地 基 準 、そ の 農 地 の

場 所 が 転 用 に ふ さ わ し い 所 か ど う か を 判 断 し ま す 。左

か ら 二 つ 目 の 青 い 部 分 、農 地 区 分 と あ り ま す が 、農 地

を 営 農 条 件 や 市 街 化 の 状 況 か ら 見 て 、農 用 地 区 域 内 農

地 、 甲 種 農 地 、 第 １ 種 農 地 、 第 ２ 種 農 地 、 第 ３ 種 農 地

の ５ 種 類 に 区 分 し 、ま ず は そ の 農 地 の 場 所 が ど の 区 分

に あ た る か 判 断 し ま す 。そ し て 、右 の オ レ ン ジ の 部 分

に あ り ま す と お り 、 農 用 地 区 域 内 農 地 は 原 則 不 許 可 、

一 番 下 の 第 ３ 種 農 地 は 原 則 許 可 と な り ま す 。

仮 に 第 ３ 種 農 地 で 原 則 許 可 に あ た る と し て も 、さ ら

に 次 の 基 準 、一 般 基 準 を 満 た す 必 要 が あ り ま す 。資 料

の 右 側 の 紫 色 の 部 分 を ご 覧 い た だ き た い の で す が 、転

用 の 確 実 性 が 認 め ら れ な い よ う な 場 合 、他 法 令 の 許 認

可 の 見 込 み が な い よ う な 場 合 、関 係 権 利 者 の 同 意 が な

い よ う な 場 合 、ま た 、周 辺 農 地 へ の 被 害 防 除 措 置 が 適

切 で な い よ う な 場 合 は 第 ３ 種 農 地 で あ っ て も 不 許 可

と な り ま す 。

他 に も 地 域 の 農 地 の 農 業 上 の 効 率 的・総 合 的 な 利 用

に 支 障 が あ る よ う な 場 合 、一 時 転 用 で 農 地 へ の 回 復 が

確 実 と 認 め ら れ な い よ う な 場 合 も 不 許 可 と な り ま す 。
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（事務局） な お 、今 回 ご 審 議 い た だ く 案 件 は 、こ の 一 時 転 用 に

あ た り ま す 。 一 時 転 用 と は 、 例 え ば 、 一 時 的 に 工 事 の

資 材 置 場 等 に 使 わ れ 、そ の 工 事 が 終 わ っ た ら 農 地 に 復

旧 す る 場 合 な ど で す 。

一 時 的 な 転 用 の 場 合 は 、許 可 の 基 準 が 永 久 的 な 転 用

と は 異 な り 、そ の 利 用 に 供 さ れ た あ と に そ の 土 地 が 耕

作 の 目 的 に 供 さ れ る こ と が 確 実 か 否 か 、つ ま り 、農 地

と し て 復 旧 す る こ と が 確 実 で あ る か ど う か を 審 査 す

る こ と と さ れ て い ま す 。ま た 、一 時 的 な 利 用 か ど う か

の 判 断 は 、 利 用 目 的 か ら 判 断 す る こ と と さ れ て い ま

す 。 簡単ですが、農地の転用許可の説明とさせていただきま

す。今の説明の中で、質問等は何かございますか。

それでは、議案書に戻っていただきまして、議案第２号受付

番号１について、議案書７ページをご覧下さい。

また農地法第４条第１項の規定による許可申請書に係る意

見書案については、議案書８ページから１０ページをご覧下さ

い。こちらは京都府に提出する意見書の案を事務局で作成した

ものです。今回は一時転用ですので、農地に復元されることが

確実かどうかが判断基準となりますので、立地基準等は特に問

題ではないのですが、意見書についての少し説明をさせていた

だきます。

８ページの下半分に「農地転用に関する許可基準からみた意

見」という欄があると思うんですけども、立地基準についての

判断が書かれています。今回は一時転用ですので、第１種農地

とさせていただいていますが、永久転用の場合は、ここが第３

種農地である必要があります。また、「許可基準に定める農地

区分の該当事項」の欄には許可基準の根拠が書かれています

が、記号ばかりで分かりにくいため、参考といたしまして、１

０ページの下に運用通知の抜粋したものをお付けさせていた

だいてます。続きまして、９ページは一般基準についての判断

です。意見の該当箇所に丸を付けていますが、理由はこの横に

記載しているとおりになります。最後に、１０ページ上の部分

のような総合意見を付けて、京都府に進達をいたします。内容

については、受付番号１から受付番号８まで全て申請に係る事

項以外は同じ内容となっていますので、こちらの意見書案もご
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（事務局） 覧いただき、審議をお願いしたいと思います。

それでは、議案第２号受付番号２について、議案書１１ペー

ジをご覧下さい。

また意見書案については、議案書１２ページから１４ページ

をご覧下さい。

議案第２号受付番号３について、議案書１５ページをご覧下

さい。

また、こちらの意見書案については、議案書１６ページから

１８ページをご覧下さい。

続きまして、議案第２号受付番号４について、議案書１９ペ

ージをご覧下さい。

こちらの意見書案については、議案書２０ページから２２ペ

ージをご覧下さい。

続きまして、議案第２号受付番号５について、議案書２３ペ

ージをご覧下さい。

こちらの意見書案については、議案書２４ページから２６ペ

ージをご覧下さい。

続きまして、議案第２号受付番号６について、議案書２７ペ

ージをご覧下さい。こちらの案件のみ、１筆の中で２箇所、調

査を行うこととなりますので、面積が５０平米になっていま

す。

こちらの意見書案については、議案書２８ページから３０ペ

ージをご覧下さい。

続きまして、議案第２号受付番号７について、議案書３１ペ

ージをご覧下さい。

こちらの意見書案は議案書３２ページから３４ページをご

覧下さい。

議案第２号受付番号８について、議案書３５ページをご覧下

さい。

こちらの意見書案については、議案書３６ページから３８ペ

ージをご覧下さい。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真の４ペ

ージと５ページをご覧下さい。５ページの上側ですが、こちら

が土地利用計画図となっており、農地の一部にこの図のような

やぐらを建て、地質調査を行うと伺っております。
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（事務局）

（会長）

（●委員）

（事務局）

（会長）

（●委員）

（会長）

（●委員）

少しページ数が多いんですけども、以上で説明を終わりま

す、会長よろしくお願いします。

ただ今、第２号のですね、受付番号１から受付番号８、資料

かなり多くのページ数にまたがっておりますけども、内容は全

部同じような内容なんですね。面積は一箇所だけ５０平米であ

ったんですけど、あとは全部２５平米というようなことです

ね。期間、借りられる期間が２ヶ月ですか、許可日から２ヶ月

となっております。通常、一時転用の場合は、長くておおむね

１年というふうに周知しておりますが、おおむね１年というの

があるんですけど、今回の場合は２ヶ月というような短い間に

調査をされるというような内容になっております。この件につ

きまして、受付番号１から８ということでですね、何かご意見

ご質問があれば、お受けをいたしたいと思いますが。

はい、●委員。

これ、調査しはるけども、何の調査で、いつ、どこのもんや

ろう、何も言われへんのやけど。何のためにやらはるねんこれ。

調査はわかったけど、何のための調査、今、現在進行中のこれ

の調査なんか、現在のまた新たなことが起きるのか。何の調査

するか教えて。

これがみなくるタウンのところの箇所にあたるんですけど

も、それを進めるにあたっての地質調査、ボーリング調査です

ね、それをこの８箇所で、地図の通りの場所なんですけども、

されます。

●委員、よろしいですか。

そうやと思ってんねんけども、調査調査言うだけで。

土地区画整理事業の関連ですね。

わかってる人はいいねん。●●と●●はわかってはるけど、

他はわかったはらへんねん。
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（会長）

（●●委員）

（会長）

（事務局）

（会長）

資料に書いている通り、土地区画整備事業の一環ですね、皆

さんみなくるタウンっていうのはご存じだと思うんですけど、

そこの関係です。他、よろしいですか。

その他、ご意見もご質問もないようですので、採決に入りま

す。

議案第２号受付番号１から受付番号８を許可相当とするこ

とに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、許可相当として京都府に進達をいたしま

す。

続きまして、議案第３号相続税の納税猶予に関する適格者証

明願について、納税猶予をこれから受けようとされる方です

ね、納税猶予の入口の部分になります、を議題といたします。

それではまず、現地調査の報告を調査委員からお願いをいた

します。

では、報告させていただきます。議案第３号受付番号５と受

付番号６の案件につきまして、現地調査の報告をさせていただ

きます。

本件該当地については、特に問題ないものと思われます。

それでは続きまして、議案第３号受付番号５につきまして、

まず事務局から説明を願います。

それでは、議案第３号受付番号５について、議案書３９ペー

ジをご覧下さい。内容については記載のとおりです。

また、相続人の農業経営の状況等及び相続税納税猶予（入口）

調書については、議案書４０ぺージをご覧下さい。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の６ペー

ジ、７ページ、８ページをご覧下さい。

会長よろしくお願いします。

議案第３号受付番号５、この案件につきまして、何かご意見

ご質問はありませんか。
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（会長）

（事務局）

（会長）

よろしいですか。多くの面積を納税猶予を受けようとされる

方ですが、よろしいですか。それでは、特にご意見ご質問ない

ようですので、採決に入ります。

議案第３号受付番号５について、相続税の納税猶予に関する

適格者証明願の該当地が適正に管理されており適格者と判断

することに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、適正に管理されており適格者であると証

明をいたします。

続きまして、議案第３号受付番号６につきまして、事務局か

ら説明を願います。

それでは、議案第３号受付番号６について、議案書４１ペー

ジをご覧下さい。内容については記載のとおりです。

また、相続人の農業経営の状況等及び相続税納税猶予（入口）

調書については、議案書４２ぺージをご覧下さい。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の９ページ

をご覧下さい。

会長よろしくお願いします。

議案第３号受付番号６につきまして、何かご意見ご質問はご

ざいませんか。

よろしいですか。それでは特にご意見ご質問もないようです

ので、採決に入ります。

議案第３号受付番号６について、相続税の納税猶予に関する

適格者証明願の該当地が適正に管理されており適格者と判断

することに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、適正に管理されており適格者であると証

明をします。

続きまして、議案第４号に入ります。議案第４号旧農業経営

基盤強化促進法第１８条第１項の決定について、利用権設定を

議題といたします。
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（●●委員）

（会長）

（事務局）

（会長）

まず、現地調査の報告を調査委員からお願いをいたします。

議案第４号受付番号７１から受付番号７４の案件につきま

して、現地調査の報告をさせていただきます。

本件該当地については、特に問題ないものと思われます。

それでは、議案第４号受付番号７１から７３については、借

り手が同じ方ですのでまとめて審議をします。まず事務局より

説明を願います。

それでは、議案第４号受付番号７１について、議案書４３ペ

ージ上段をご覧下さい。

次に、議案第４号受付番号７２について、議案書４３ページ

下段をご覧下さい。一部、貸し手の詳細につきましては、議案

書４４ページをご覧ください。

最後に、議案第４号受付番号７３について、議案書４５ペー

ジをご覧下さい。内容については記載のとおりです。

また、利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等及び農

業経営基盤強化促進法第１８条調書については、議案書４６ペ

ージをご覧下さい。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の１０ペー

ジ、１１ページ、１２ページ、１３ページ、１４ページをご覧

下さい。

会長よろしくお願いします。

議案第４号受付番号７１から受付番号７３、この３件につき

まして、何かご意見ご質問等はございませんか。

よろしいですか。特にご意見もご質問もないようですので、

採決に入ります。議案第４号受付番号７１から受付番号７３に

ついて、可とすることに賛成の農業委員さんの挙手をお願いい

たします。

全員挙手。よって、可とすることに決定をします。

続きまして、議案第４号受付番号７４について、事務局から

説明を願います。
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（事務局）

（会長）

（事務局）

それでは、議案第４号受付番号７４について、議案書４７ペ

ージをご覧下さい。内容については記載のとおりです。

また、利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等及び農

業経営基盤強化促進法第１８条調書については、議案書４８ペ

ージをご覧下さい。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の１５ペー

ジをご覧下さい。

会長よろしくお願いします。

議案第４号受付番号７４、この案件につきまして、何かご意

見ご質問があれば頂戴をいたしたいと思いますが、いかがでし

ょうか。

よろしいですか。特にご意見もご質問もないようですので、

採決に入ります。議案第４号受付番号７４について、可とする

ことに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、可とすることに決定をいたします。

本日の審議については、これで全て終わりたいと思います。

これより報告案件に入ります。

報告第１号受付番号１、２アール未満の農業用施設建築設置

届出について、農業用施設について、事務局に報告を願います。

初めての案件になりますので、２ ア ー ル 未 満 の 農 業 用 施

設 設 置 届 出 に つ い て 、簡単にご説明をさせていただきます。

先 ほ ど の 農 地 転 用 の と き に 見 て い た だ き ま し た 資

料 Ａ の ３ ペ ー ジ を も う 一 度 ご 覧 い た だ き た い の で す

が 、い ち ば ん 右 端 の 青 色 の と こ ろ に 、農 地 転 用 許 可 を

要 し な い 場 合 、転 用 制 限 の 例 外 が 許 可 不 要 の と こ ろ に

書 か れ て い ま す 。

農 業 用 施 設 を 建 築 す る 場 合 で あ っ て も 、そ の 場 所 は

農 地 と し て 使 え な く な り ま す の で 、通 常 な ら ば 農 地 転

用 と な り 、京 都 府 の 許 可 が 必 要 な の で す が 、資 料 に も

あ り ま す と お り 、２ ア ー ル 未 満 の 農 業 用 施 設 を 建 築 す

る 場 合 で あ れ ば 、 京 都 府 の 許 可 は 不 要 と な り ま す 。
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（事務局）

（会長）

（事務局）

農 業 用 施 設 と は 、作 物 の 育 成 の た め に ど う し て も 必

要 な 施 設 を 言 い 、例 え ば 農 業 用 の 倉 庫 や 農 産 物 の 出 荷

施 設 、 農 作 業 の 車 の 駐 車 場 な ど に な り ま す 。

な お 、こ の よ う な 例 外 が あ る の は 第 ４ 条 の 場 合 の み

で あ り 、自 分 の 土 地 に 自 分 の 倉 庫 を 建 て る の で あ れ ば

２ ０ ０ 平 米 未 満 で あ れ ば 許 可 不 要 で す が 、農 小 屋 を 建

て て 人 に 貸 す よ う な 場 合 は 第 ５ 条 に な り ま す の で 、許

可 不 要 の 例 外 に は な ら ず 、京 都 府 許 可 が 必 要 に な り ま

す 。 簡単な説明なんですけども、今の２アール未満の農業用

施設設置の関係で、何かご質問等ございますか。

それでは、議案書に戻っていただいて、報告第１号受付番号

１について、議案書４９ページをご覧下さい。内容については

記載のとおりです。面積のところにございますとおり、農業用

倉庫と駐車場として使用される面積は１１５．７０平方メート

ルとなっており、２００平方メートル未満ですので、京都府の

許可は不要となります。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の１６ペー

ジをご覧下さい。

本件につきましては、令和５年８月２９日付けで会長専決

し、届出者に対して受理通知書を発行しましたことを申し添え

ておきます。

会長よろしくお願いします。

報告第１号受付番号１の報告がありましたけれども、何か皆

さん方からご意見ご質問があればお受けをしたいと思います

が、いかがでしょうか。

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようですので、続

きまして、報告第２号に入ります。報告第２号受付番号１、農

地形状変更事業についてを事務局から報告を願います。

こちらの農地形状変更事業についても、初めての案件になり

ますので、簡単にご説明をさせていただきます。

本町では、盛土などの農地の形状変更を行う者に対して、一

定の基準を定めて近隣農地に悪影響を及ぼさないよう、必要な



- 16 -

（事務局）

（会長）

措置を行わせることを目的とした「久御山町農業委員会農地形

状変更事業指導要綱」を定めています。

本要綱により、田から畑への地目変更や農地の湿地解消を行

う場合、あらかじめ農業委員会と事前協議をするということに

なっています。協議を行った結果、合意に達した事項について、

覚書の交換を行う他、指導済みの事業であることを明確にする

ため、当該農地に承認書の掲示をお願いしています。

この協議につきましては、事務局が建設課等の関係各課と協

議の上、施工者と協議を行い、地元委員さんに意見照会の後、

会長専決して覚書の交換や承認書の交付を行っています。簡単

ですが、農地形状変更事業のご説明とさせていただきますが、

今の説明で何かご質問等はございますか。

ないようですので、もう一度議案書に戻っていただいて、報

告第２号受付番号１について、議案書５０ページをご覧下さ

い。内容については記載のとおりです。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の先ほどと

同じく１６ページをご覧下さい。

本件につきましては、令和５年９月５日付けで会長専決し、

届出者に対して承認書を発行しましたことを申し添えておき

ます。

会長よろしくお願いします。

ただ今報告第２号受付番号１の報告が事務局からありまし

たけども、何かご意見ご質問等はございますか、よろしいです

か。

ないようですので、それではこれで、本日予定をしておりま

した審議と報告は全て終わりたいと思います。

―――――――――――― 午後２時０４分 終了 ――――――――――――


